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相続登記の義務化というニュースを聞かれた方も多いのではないでしょうか。 

近年、所有者不明土地の増加が問題となっています。この問題を解決するために、法務省の法制審議会（民法・不

動産登記部会）の答申を受け、令和3年 4月21日に国会において民法、不動産登記法等の改正がされました。 

同法中下記の①及び②は、202４年（令和６年）４月１日施行となっております。 

 ① 相続登記の義務化 

 これまで相続登記は義務ではありませんでした。しかし、今回の法改正により、正当な理由なく相続で不動産取

得を知った日から 3年以内に相続登記をしないと 10 万円以下の過料の対象となります。また、遺産分割による

名義変更についても同様に法定相続後に遺産分割協議をした場合には、その遺産分割の日から 3 年以内に相続

登記をしないと同様の過料の対象となります。 

【主な改正内容】

 ② 相続人申告登記の創設 

 相続登記の義務化に伴う手間やコストを考慮して、不動産の相続人であることを申告をすれば相続登記をす

る義務は免れる相続人申告登記が設けられました。この制度では、法務局（登記官）が登記簿に申告をした者

の氏名住所などを記録します。しかし、この相続人申告登記は、後日、遺産分割により相続人が決まった場合

には、遺産分割の日から3年以内に相続登記をしないと過料の対象となります。また、不動産を処分する場合

は、これまでどおり相続登記が必要ですのでご注意ください！ 
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